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地フ言公霊冒員の賃金 削 j 減 に 反 対 す る 喜 呈 求 皇 署 名

６月１９日、県教委は、各職員団体に対し、給与削減に向け交渉を開始したい旨

を通告してきました。他県の動向や地震・防災対策費などをその理由としていま

す。またこれに引き続いて、県教委は各県立学校の校長を通じて、「給与削減に向

けた取組の実施について職員団体と交渉を行っていくこととなりました」と全職

員に「第一報」として「動向」を伝えました。賃下げが決定事項であるかのよう

な通知は許されませんし、まだ何も決まっているわけではありません。

政府は、昨年４月から国家公務員の賃金引き下げ(平均７．８％）を強行。さらに、

消費税増税への「国民の理解を得ていくため」に、地方公務員の給与削減措置が

必要であるとして、今年７月から国に準じた給与削減措置を各地方自治体に要請

してきました。しかし、地方公務員給与に政府が介入することは、憲法が保障す

る地方自治の大原則に反するものです。今年度予算で義務教育国庫負担金や地方

交付税を削減し、半ば強制的に給与削減をせまるのは許しがたい暴挙です。

私たち教職員の生活は、連年にわたる賃金削減により深刻さを増しています。

また、退職手当の大I幅削減で、現場では怒りと失望感がひろがり、モチベーショ

ンの低下にもつながっています。この上さらに賃金が引き下げられれば、生活破

壊につながりかねません。教職員が生活の不安なく、安定した精神状態にあって

教育活動に専念できる教育環境を保障し、勤務条件を改善することが教育行政の

役割であり、責任です。以上のことから下記の事項を要求します。

言己

１．いかなる理由であっても地方公務員・教職員の賃金削減を行わないこと。

２．専門職としての教職員に見合った賃金改善を行うこと。
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